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※申請書は、最新の様式をＨＰからダウンロードして作成してください。 
私学財団 様式集   検索  

 
 

≪提出・問合せ先≫ 

(公財)東京都私学財団 振興部振興課 暑さ対策促進事業費助成事業担当 

〒162-0823 新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ 11 階 

℡０３－５２０６－７９２３ 

 

【新規事業】 

令和８年度 
私立学校暑さ対策促進事業費助成事業 

（令和８年度から 10年度までの時限事業） 
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【事業概要】 
 
◇ 目 的 ◇ 
例年の厳しい暑さを踏まえ、私立学校の更なる熱中症対策への取組を支援するため、 

暑さ対策として必要な備品等の購入経費の一部を助成します。 

※令和８年度から 10年度までの３年間の時限事業です。（毎年度申請可） 

 

◇ 助 成 対 象 学 種 ◇ 
都内の私立幼稚園（幼保連携型認定こども園含む）、小学校、中学校、高等学校、 

特別支援学校及び専修学校（高等課程） 

 

◇ 助 成 対 象 経 費 ◇ 

各学校のニーズに合わせた暑さ対策として購入する備品等の購入経費 

対象物品例は、P３参照 

 

◇ 助 成 対 象 事 業 の 実 施 期 間 ◇ 
令和８年４月１日以降に契約し、10月 31 日までに納品・支払を完了するもの。 

 

◇ 助 成 対 象 限 度 額 ◇ 
  各学校・園あたり２００万円 

※国、東京都及びその他助成事業との重複申請は不可（補助対象経費が重複しなければ申請可） 

 

◇  助 成 率  ◇ 

２分の１以内（助成金上限額は、１００万円） 

 

◇ 申 請 受 付 期 間 ◇ 

  令和８年５月 11 日（月）～11 月２日（月）消印有効 

※財団ホームページよりダウンロードした様式より申請書等を作成の上、郵送にて申請して 
ください。 

 

◇ 申 請 書 類 の 提 出 先 ◇ 
〒１６２－０８２３ 

東京都新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザ１１階 

公益財団法人東京都私学財団 振興部振興課 暑さ対策促進事業費助成事業担当 宛 
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《助成対象物品例》 
 

※以下は対象となる物品例です。ご不明な点がございましたら、予め財団までご相談ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※以下のものは助成対象外 
・施設改修に該当する工事を伴うもの（例：埋込型のエアコン等） 
・短期間のうちに消費する物品（例：ペットボトル水、汗拭きシート等） 
・予備品、交換部品 
・個人の所有に係る物品 
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随時、現地調査実施 

《年間スケジュール》 

 
◇ 事 業 期 間（契約(購入)～支払まで完了）◇      

令和８年 4 月 1 日(水)  から 

令和８年 10 月 31 日(土) まで 

◇ 申 請 期 間 ◇       

令和８年 ５月 11 日(月) から 

令和８年 11 月 ２日(月) まで（消印有効） 

 

 

◇ 助成金交付決定 ◇  令和 9 年 1 月下旬 

◇ 助 成 金 交 付 ◇  令和 9 年 1 月下旬 

 

 

※消費税に係る報告 令和 9 年 7 月末まで 

会計年度(令和８年度)終了後、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が 

確定次第、提出いただくことになります。 

申告義務がない場合も含め、全申請者が報告書を提出する必要があります。 

詳しくは、助成金交付決定時に提出方法、様式等をお知らせする予定です。 

 

 

申請書類の早期提出に 

ご協力ください。 
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【提出書類】 
・下記の１から 12までのすべての書類を設置者及び学校毎に作成し、財団へ郵送にて 

ご提出ください。 

・提出書類の書式は、財団ホームページから申請年度の様式をダウンロードしてください。 

・追加申請受付は行いませんので、書類は全てが整った状態を確認のうえ、まとめて一度に 

ご提出ください。 

・複数校を設置している場合は、学校単位で作成し、設置者がまとめて提出してください。 

・書類の取りまとめはクリップ止め等でかまいません。ファイリング等はしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     ※「12消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」については、 

助成金交付決定時に提出方法、様式等をお知らせする予定です。 

提出書類 原本/写し 作成者 

１ 助成金交付申請書（交付申請１）  

原本 

設置者 

２ 申請品目内訳（交付申請２） 学校毎 

３ 見積採択状況（交付申請３） 
設置者また

は学校毎 

４ 確認書 設置者 

 

 

5 見積書 

写し 設置者
または
学校毎 

6 契約書、または注文書・注文請書のセット 

7 納品書 

8 
対象経費の支出を証する書類 

 (領収書又は振込確認書類） 

9 購入品の写真 
原本 

または 

写し 

内氏 10 印鑑証明書（申請日前３か月以内のもの） 

原本 設置者 
11 助成金交付請求書兼振込口座指定通知書  

12 
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額報告書 ※令和９年７月末までに提出 
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《提出書類詳細》 
  ※申請書の作成方法については、財団ホームページに記入例を掲載しておりますので、 

参考にしてください。 
 

１「助成金交付申請書（交付申請１）」 

・設置者単位で提出してください。 

  ・「２学校別交付申請額」には「交付申請２」で算出した「助成金交付申請額」を 

記入してください。 

・「１助成金交付申請額」には「２学校別交付申請額」の合計を記入してください。 

・実印、実印捨印の欄には、印鑑証明書の印を押印してください。 

 

２「申請品目内訳（交付申請２）」 

・学校単位で提出してください。 

・品名、数量、単価は見積書の表記に合わせて記入してください。 

  ・値引きがある場合は、値引き欄に記入してください。 

・対象となるのは本体購入費及び最低限の設置費です。送料・振込手数料等は対象外と 

なるため、記入しないでください。 

 

３「見積採択状況（交付申請３）」 

・「交付申請２」に記載の番号に対応する形で、見積採択状況を記入してください。 

  ・見積書については「５見積書について」を確認してください。 

 

４「確認書」 

  ・設置者単位で提出してください。 

 

５「見積書」 

・見積金額が５０万円未満のものは、単数見積可。 

見積金額が５０万円以上の場合は、同一条件（同等商品・同等数量）でとった 

２者の見積書が必須です。 

・採択した見積書には朱書きにて「採用」と表示してください。 

・見積書に記載するものは原則として助成対象物品に限ります。 

・申請物品以外が見積書に含まれる場合は、申請品目をマーカー等により明示して 

ください。 
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・購入品の内訳は「一式」等で省略しないでください。 

・セット商品はセットの内訳・各商品金額を記入してください。 

※セットの内訳明細等により、セットの内容が対象物品のみである事が確認できる 

場合は、一括したセット価格の記入も可能です。 

・ショッピングサイトで購入した場合など、見積書が発行されない場合には、 

 注文時の画面（品名、数量、金額が確認できる画面）等を印刷して提出してください。 

※個人の私用クレジットカードやショッピングサイトの私用アカウントにより購入 

した場合には、助成対象となりません。 

 

 ○見積金額の考え方について 

 例１）複数校を設置していて、それぞれの学校で契約する場合 
   

   →契約を各校で分けていても、同じ業者で、同じ品目を、同じ日程で手続きして 

いる等、別契約とする合理的な理由がない場合は、複数校の合計金額で判定し 

ます。 

これに該当する場合、それぞれの学校の見積金額が５０万円未満であっても、 

合計が５０万円以上の場合は、２者の見積書が必要です。 

    

 例２）同一校で、帽子は４月、水筒は１０月に購入する等、 

整備時期が異なる場合 
 

   →それぞれの購入で別々の契約となるため、契約ごとに判定します。 

各契約のうち、５０万円未満の契約については、２者の見積書は必要ありません。 

 

 

 

６「契約書、または注文書・注文請書のセット」 

  ・見積書と同日以降の日付、かつ納品・支払日以前になっているか確認してください。 

  ・設置者名、学校名（複数校を設置している場合）、金額等が明記されているか、 

見積書と金額に相違ないか等確認してください。 

 

７「納品書」 

  ・契約書と同日以降の日付、かつ支払日以前になっているか確認してください。 

  ・設置者名、納品先学校名（複数校を設置している場合）、金額等が明記されているか、 

見積書・契約書等と金額に相違ないか等確認してください。 
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８「対象経費の支出を証する書類」 
  ・見積書、請書等の金額と相違がある場合には説明を補記してください。 

  ・納品日以降の日になっているか確認してください。なお、納品に先立って支払が必要で

あった場合には、その旨補記してください。 

  ・支払に際し、クレジットカードを使用する場合には、 

設置者（法人）名義のクレジットカードで、かつ当該設置者（法人）が行う業務に 

限り利用するものでない場合、助成対象とできません。 

（個人の私用クレジットカードやショッピングサイトの私用アカウントにより購入した

場合など。） 

・ネットバンキング等を利用した場合には、処理状況が「振込承認済」であること、支払

者（設置者名）、支払先、金額が確認できる画面の写しを提出してください。 

 なお、助成対象外の物品等を含む金額でまとめて支払を行っている場合など、契約金額

と一致しない場合等は説明を補記してください。 

・振込手数料が業者負担で、差し引いた金額を支払っている場合、値引きと同様の扱いと

なります。 

 

 ９「購入品の写真」 

  ・設置者単位で提出してください。 

・品目ごとに品名や品番が明瞭にわかる写真を撮影してください。 

 ※納入品全体の写真は必要ありません。 

・写真には「撮影日」「購入品の名称」と「数量」をご記入ください。 

・写真は、Ａ４の紙面へ貼付けるか、Ａ４サイズにプリントアウトしたものをご用意 

 ください。Ａ４サイズ一枚に複数枚の写真を載せて構いませんが、各写真は品目ごとに 

品名や品番が目視で確認できる大きさとしてください。 

 

 10「印鑑証明書」 
  ・交付申請書（交付申請１）に記載の交付申請日から３か月以内のものを提出してくださ

い。 

 

 11「助成金交付請求書兼振込口座指定通知書」 
  ・交付申請書（交付申請１）に記載の金額と相違ないか確認してください。 

  ・押印する印は交付申請１と同一の印（印鑑証明書の印）としてください。 

  ・振込先の金融機関、店番号、口座番号、口座名義については通帳等により確認し、 

   誤りがないようにしてください。 

   ※フリガナ等に誤りがある場合のみでも振込不能となります。 
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 12「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」 

  ・助成金交付決定時に提出方法、様式等をお知らせする予定です。 

   ※会計年度(令和８年度)終了後、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が 

確定次第、申告義務がない場合も含め、全申請者が提出する必要があります。 

 

 

【Q&A】 

１.助成対象経費 

No. 質 問 回 答 

１ 
「４月１日以降に着手」とありますが、着手 

とはどの段階を指すのでしょうか。 
着手とは購入契約書の日付です。 

２ 
ＰＴＡからの寄付金をもとに備品を購入す

るのですが助成対象になりますか。 

PTA・保護者等の寄付金により購入したも

のは助成対象になりません。 

３ 
校外活動で暑さ対策のために使用する 

物品は助成対象になりますか。 

児童・生徒、教職員が使用するものであれ

ば、助成対象となります。 

 ４ 
暑さ対策のために購入する氷は対象となり

ますか。 

一回の使用で消耗する物品は助成対象と

なりません。 

５ 
エアコンはどのようなものが対象になりま

すか。 

対象：壁掛け、床置き、可動式タイプ 

対象外：壁や天井に埋込むタイプ※ 

（施設改修を伴うもの） 

６ 

エアコンを申請する場合、本事業と「省エネ

設備等導入事業費助成事業」どちらで申請す

ればいいですか。 

本事業では、暑さ対策のためのエアコンで

埋込型以外のものであれば対象です。 

一方で、「省エネ事業」では、所定の省エネ

診断を受診した上で、既存のエアコンを省エ

ネ効果が得られるエアコンに更新する場合に

対象となります。 

 詳細は、財団までお問合せください。 
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７ 
運搬費等間接的な費用でも、助成対象に含

んでもよいものはありますか。 

運搬費・送料・振込手数料等は対象外です。

なお、壁掛けエアコンやミストシャワーを設置

する場合などは、本体購入費の他、最低限の

設置費用は対象となります。 

８ 
幼保連携型認定こども園の場合、対象経費

はどのように計算したらよいですか。 

１号及び２号認定の「幼稚園相当」の園児及

び教職員が使用する物品相当の金額が対象

となります。 

共用する場合などは、人数等合理的な基準

で按分してください。 

９ 
業者のサービス等により値引きがあった場

合、助成対象経費はどうなりますか。 
値引き後の金額が助成対象経費です。 

 

２.申請手続  
No. 質 問 回 答 

1  見積は複数必要ですか。 

見積金額 50万円未満の場合は、単数見積でかま

いません。 

見積金額 50万円以上の場合は、２者の見積が必

要となります。 

2  個別品目の定価証明は必要ですか。 

 定価証明は不要です。ただし、２者見積りを取得

する際は、同一条件の見積書を添付してくださ

い。 

3 

 契約は助成金交付申請年度の 10月３１

日までに行いましたが、納品が 11月以降

になった場合は対象になりますか。 

 対象になりません。助成金交付申請年度の 10

月３１日までに支払が完了するようにしてくださ

い。 

4 

 申請品目以外のものも、業者に発注した

いのですが、見積書に申請品目以外のもの

が含まれてもよいですか。 

 見積書に申請品目以外のものが含まれる場合は

申請品目をマーカー等で明示し、金額の内訳が分

かるようにしてください。 

5 
 申請品目を量販店で購入する場合の留意

点はありますか。 

 量販店で購入する場合は申請品目のみ購入して

ください。 

 なお、領収書はレシートでの代用はできません。 

 また、領収書の但し書きには商品名の記載が必

要です。 
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６ 
支払いはクレジットカードでしてもいいで

すか。 

設置者（法人）名義のクレジットカードで、かつ当

該設置者（法人）が行う業務に限り利用するもので

あれば、助成対象となります。 

個人の私用クレジットカードやショッピングサイ

トの私用アカウントにより購入した場合には、助成

対象となりません。 

７ 
発注書・請書に決まった書式はあります

か。 

指定の書式はありませんが、確認事項として「日

付、品名、数量、合計金額、学校名、業者名」の記載

が必要です。 

 
３.その他  

No. 質 問 回 答 

１ 

「省エネ設備等導入事

業費助成事業」や「体育館

空調設備新規導入費助

成事業」との違いはなん

ですか。 

「省エネ事業」は、既存の設備を省エネ効果が得られる設備に更新

するための経費を助成する事業です。（助成率 2/3） 

「体育館空調事業」は、避難所として自治体と協定を締結してい

る体育館に新たに空調設備を導入するための経費を助成する事業

です。（助成率 1/2） 

本事業は、各学校のニーズに合わせた暑さ対策に資する備品等

の購入経費を助成する事業となります。 

２ 
本助成金の会計区分を

教えてください。 

教育活動収支 事業活動収入の部 

大科目：経常費等補助金 

小科目：東京都私学財団補助金 
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公益財団法人東京都私学財団 

私立学校暑さ対策促進事業費助成金交付要綱 

 

[令和８年４月１日制定] 

 

（趣旨） 

第１条 公益財団法人東京都私学財団（以下「財団」という。）定款第４条第１項第１号の規

定に基づき、東京都の補助を受け、私立学校における暑さ対策として必要な備品等の購入に

要する経費の一部を財団が助成することにより、幼児・児童・生徒（以下「生徒等」とい

う。）の安全を確保するための環境整備を目的とする、私立学校暑さ対策促進事業費助成金

（以下「助成金」という。）の交付については、公益財団法人東京都私学財団助成金等交付

規程（平成23年４月１日制定）によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「私立学校」とは、私立の、学校教育法（昭和22年法律第26号）の

規定に基づき東京都の区域内に設置することを認可された幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校及び専修学校（高等課程）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）に規定する幼保連携型認定こども園並び

に知事が認定する幼稚園類似の幼児施設をいう。 

 

（助成金交付対象者） 

第３条 この助成金の交付対象者は、都内に私立学校を設置する者（以下「設置者」という。）

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、財団は設置者が次の各号に掲げるものに該当すると認められる

ときは、あらかじめ助成金の交付対象者から除くことができる。 

 (1) 学校教育法、私立学校法（昭和24年法律第270号）、私立学校振興助成法（昭和50年法律

第61号）等法令の規定に違反したとき 

 (2) 私立学校法第61条に基づく収益事業の停止命令及び私立学校振興助成法第12条に基づ

く業務若しくは会計の報告の徴取等の所轄庁の処分に違反し、又は応じないとき 

 (3) 認可された寄附行為等に違反しているとき 

 (4) 財団が実施する融資事業において、その償還を適正に行っていないとき 

 (5) 公租公課の納付を特別の理由なく１年以上怠っているとき 

 (6) 破産手続開始の決定を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り、又は銀行取引停止

処分を受ける等財政状況が極度に逼迫しているとき 

 (7) 学校法人及び私立学校の運営上著しく適正を欠く収入及び支出又は財産の運用がある

とき 

 (8) 教職員の争議行為等により教育・研究その他の私立学校運営が著しく阻害され、その

期間が長期に及ぶとき 

 (9) 役員、若しくは教職員の間、若しくはこれらの者の間又は学校法人若しくは私立学校

と近隣住民等の間において、訴訟係属中その他紛争があり、学校法人及び私立学校の運

営の適切な執行を期しがたいとき 

 (10) 会計処理の不適正、理事会の決議に違背する等業務執行が著しく適正を欠いていると

き 

 (11) 助成金の申請書等に不実の記載をしたとき 



 

- 13 - 

 

 (12) 助成の目的又は決定の内容、若しくはこれに付した条件に違反したとき 

 

（助成対象経費等） 

第４条 この助成金の対象となる経費は、暑さ対策として必要な備品等の購入に要する経費と

し、助成対象経費限度額及び助成率等は、別表に定めるものとし、理事長は設置者に対し、

予算の範囲内で助成金を交付する予算の範囲内で交付する。 

２ 前項において算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とす

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、同一の経費に重ねて国又は地方公共団体等他の補助金を受け

るものは除く。 

 

（交付申請） 

第５条 この助成金の交付を受けようとする設置者（以下「申請者」という。）は、別に定める

期日までに、助成金交付申請書（以下「交付申請書」という。様式第１号）に、必要な書類

を添えて理事長に提出しなければならない。 

 

（助成対象事業の承認及び交付決定） 

第６条 理事長は、前条の規定に基づき申請者から提出された交付申請書の内容を審査し、適

当であると認めた助成対象事業（以下「助成事業」という。）について承認するとともに、予

算の範囲内で助成金の交付を決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により決定した結果について、申請者に対し、助成金交付決定通知

書（様式第２号）（以下「決定通知書」という。）又は助成金不交付決定通知書（様式第３号）

により通知する。 

３ 理事長は、第１項の交付決定の際、助成金の交付の目的を達成するために必要があるとき

は、申請者に対して条件を付することができる。 

 

（交付の条件） 

第７条 理事長は、前条の規定により交付決定するにあたっては、助成金の交付の目的を達成

するため、次に掲げる条件を付するものとする。 

 (1) 助成金は、助成事業に要する経費に使用するものとし、この目的以外に使用し、又は交

付決定の内容に定められた執行方法に反して使用してはならない。 

 (2) 助成事業は、助成金交付年度の４月１日から10月31日までに完了しなければならない。

また、この期間中に完了しないことが判明した場合又は助成事業の遂行が困難となった場

合は、速やかにその理由その他必要な事項を文書により理事長に報告し、その処理につい

て指示を受けなければならない。 

 (3) 助成事業により取得し又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後におい

ても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

 

 （交付申請の取下げ） 

第８条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、第７条に基づく助成

金の交付決定の内容及び前条に基づくこれに付された条件に異議があることにより、助成金

の交付申請を取り下げようとするときは、通知受領の日から14日以内にその内容及び理由を

記載した書面を理事長に提出しなければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、助成事業者が自己の都合により交付申請を取下げるときは、そ

の原因となる事実が発生した後速やかに、その内容及び理由を記載した書面を理事長に提出

しなければならない。 

 

（助成事業の遂行） 

第９条 助成事業者は、助成金の交付を受けて事業を遂行するために契約を締結し、支払を行

うときは、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的使用に努めなければ

ならない。 

 

 (助成事業の中止又は廃止) 

第10条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその

理由及び助成事業の遂行状況を記載した書類を理事長に提出して、その指示を受けなけれ

ばならない。 

 

（助成金の交付） 

第11条 理事長は、交付決定をしたときには、助成事業者の助成金交付請求書兼振込口座指定

通知書（様式第４号）による請求に基づいて助成金を交付する。 

 

（交付決定の取消又は返還） 

第12条 理事長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消し、又は変更することができる。 

 (1) この要綱又は理事長の指示に違反したとき。 

 (2) 助成事業者が、この助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

 (3) 助成事業に関して、不正又は不適正な行為をしたとき。 

 (4) 交付決定後生じた事情の変更により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なったとき。 

２ 理事長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成事

業者に通知するとともに、既に当該取り消した部分について助成金が交付されているときは、

助成事業者に対し、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 助成事業者は、助成対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額報告書を理事長に提出しなければならない。 

   理事長は、提出された報告書に基づき、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずることがある。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第13条 助成事業者は、前条第２項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その助成

金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき、年10.95%の割合で計算し

た違約加算金（総額又は端数が100円未満の場合を除く。）を財団に納付しなければならない。 

２ 助成事業者は、前条第２項の規定により助成金の返還を命じられたにもかかわらず、これ

を納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、

その未納額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金（総額又は端数が100円未満の場合を除

く。）を財団に納付しなければならない。 
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（違約加算金の計算） 

第14条 理事長は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事

業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該

返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第15条 理事長は、第14条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命

じた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付額からその納付金額を控除し

た額を基礎として、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金を計算するものとする。 

 

（助成金の経理） 

第16条 助成事業者は、助成対象事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、他の

経理と区分して助成事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにしておかな

ければならない。 

２ 助成事業者は、前項の支出について、その内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とと

もに助成事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（現地調査等又は報告） 

第17条 理事長又はその指定する者は、必要に応じて、助成事業者における財団の助成金に係

る事業に関する状況について、現地調査等を実施すること又は助成事業者に報告を求めるこ

とができる。 

２ 助成事業者は、前項の規定に基づく現地調査等の実施又は報告を求められたときは、これ

に応じなければならない。 

 

（委任） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は専務理事が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表 助成対象経費・助成率等 

 

助 成 対 象 経 費 
助成対象経費 

限度額 
助成率 

熱中症対策に取り組むために暑さ対策として必要な備品

等の購入経費（ただし施設改修に該当する工事を伴うも

の、短期間のうちに消費する物品、予備品、交換部品、

学校所有とならない物品等は除く。） 

１校当たり 

200万円 

助成対象経費 

の 1／２以内 

 

 


